
会長　大神　邦明君
皆様こんにちは、今日も残暑で暑いですね。
日中は33～34℃、最低で23℃との事で、朝夕
は過ごしよいのですが、予報では来週火曜ま
で晴天で、この残暑が続きそうです。火曜日
は最高29℃、最低23℃だそうです。
先日の台風も適量の雨を降らせてくれ、こ
れからの実りの秋へとなればいいのですが。
今日は、裁判員制度の後編で判決が出ます。
自分だけでなく社員の方々にも関係する事で
す。最後に質疑応答があります。最後まで宜
しくお願い致します。

○ロータリーソング「我らの生業」
○卓話者
長崎地方裁判所佐世保支部判事補

森　　大輔様
○ゲスト
長崎地方裁判所佐世保支部庶務課長　　

平山　利文様

米山記念奨学生 林
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欣
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幹事　中村　徳裕君

１．国際ロータリー日本事務局
ロータリー財団管理委員会より大神 邦明
会長へ、マルチプル・ポール・ハリス・フェ
ローピン伝達

２．第5グループガバナー補佐
岩崎　邦臣君

ガバナー補佐訪問、公式訪問お礼状

３．地区大会実行委員長 指山　弘養 君
地区大会 ― 個人表彰受賞者資料・物故会
員資料提出について（お願い）

４．大村ロータリークラブ
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2007～2008年度テーマ ROTARY SHARES　― ロータリーは分かちあいの心 ― 
2007～2008年度  R.I.会長 ウィルフリッド J. ウィルキンソン 
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○出席100％表彰

西村正一郎君（26回）
坂田　慎吾君（5回）
小川　　洋君（4回）
原口　増穂君（2回）
鐡富　誠也君（2回）
峯　　博之君（2回）

親睦活動委員会　E富　誠也君
○結婚記念月のお祝い

下田　弥吉・律子　様ご夫妻（7日）
中村　徳裕・真理子様ご夫妻（15日）
金氏嘉一郎・葉子　様ご夫妻（19日）
黒木　政純・結花　様ご夫妻（28日）

親睦活動委員会　委員長　加納洋二郎君

田川　邦男君
１週遅れですみません。誕生祝いありがと
うございました。今日は長崎行きなので姿は
ありませんが、ご容赦ください。

田中丸善保君
先週の誕生祝いありがとうございました。

井手　常博君、西村正一郎君
小川　　洋君、原口　増穂君
E富　誠也君、峯　　博之君
出席100％表彰および永年会員表彰ありが

とうございます。

下田　弥吉君、中村　徳裕君
金氏嘉一郎君、黒木　政純君
結婚記念月のお祝いありがとうございます。

■職業活動表彰委員会
委員長　千住　雅博君

職業活動表彰委員会からアン
ケート調査のお願いです。
不勉強ながら、国際ロータリ

ーの「あなたの地域社会におけ
る職業奉仕」なる資料、および
平成17年11月に福田金治さんがまとめられた
「ロータリークラブについての基礎的な知識」、
等を慌てて読み込みまして作文致しました。
また、同委員会の委員の方々、大委員長の
古賀　巖さん、森　信正さんから貴重なアド
バイスをいただき、やっとの思いで完成にこ
ぎ着けたモノです。
どうか、アンケート内容をご一読いただき
まして、ここに書いておりますような、職業
奉仕に値しますご人物ならびに企業をご推薦
いただければと存じます。
なお、10月は職業奉仕月間となっておりま
す。よろしくお願い致します。

■米山報告 カウンセラー　森　　信正君
今日は米山奨学生の林さんも

みえていますが、昨日、米山の
佐世保地区の懇談会を持ちまし
た。3名もの奨学生を佐世保地区
で受け入れたことは過去にない
そうで、地区委員の立石会員他、7名の集ま
りでしたが、有意義な会合だったと思います。
米山月間である来月10月10日の例会で林さん
の卓話を予定しています。また、10月23日に
出張卓話で神埼ロータリークラブへ行くこと
になっています。先日の“米山の集い”にも
佐世保地区では林さんだけの出席で、大変真
面目に頑張っている事をご報告します。

○永年会員表彰

井手　常博君（24年）
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委 員 会 報 告

ニコニコボックス 本日合計 12,000円

累　　計 270,000円

◇

ニコニコボックス

慶　　　祝



『裁判員制度紹介 DVDの上映』
後編

長崎地方裁判所
佐世保支部判事補

森　　大輔様

裁判員制度、
平成21年5月までにはじまります。

裁判員制度は、国民から選ばれた裁判員が、
刑事裁判に参加する制度です。6人の裁判員
と3人の裁判官は、ともに刑事裁判に立ち会
い、被告人が有罪か無罪か、どのような刑に
するかを判断します。
国民のみなさんの参加が、裁判にもたらす
もの。それは、いろいろな感覚や経験に根ざ
した新鮮で多様な視点。そして、裁判に対す
るいっそうの信頼。
裁判に参加することが、国民のみなさんに
もたらすもの。それは、被告人の有罪・無罪
や刑罰が決められるまでの過程を体験するこ
と、理解すること。
そして、犯罪がどのようにして起こるのか
考えるきっかけをつくること。安心して暮ら
せる社会には何が必要か、自分のこととして
考える。そんな、昨日とはちがう自分と出会
えるはずです。
そのためにも、私たちは、国民のみなさん
に約束します。迅速で、分かりやすい裁判の
実現を。

職業分類委員会　委員長　下田　弥吉君

「ロータリーの職業観」

19世紀後半から20世紀初頭に
かけて、アメリカンドリームと
いう美名の下でいわば資本主義
の爛熟期を迎えておりました。
資本を蓄積した少数の人だけが成功者とし
てもてはやされ、同業者はすべて相手を蹴落
とそうとするライバルであり、広告はすべて
誇大広告か嘘っぱち、濡れ手に粟のビジネス
チャンスを探し回る、そのような世相の中で、
これでは世の中駄目になるんじゃないか、そ
れを憂えて、その中で同じ価値観を持ち、共
にすべてを語り合える仲間の集まりとして、
世の中に奉仕する気持ちを多くの人が持つよ
うになることが大切であると考え、ロータリ
ークラブが出来たといわれています。
もとより、資本主義社会の中で生まれたロ
ータリーですから、個人の利益追求を否定す
るものではありません。最高の利潤を追求す
るという利己心と、世のため人のため如何に
すべきかという、利他心を調和する哲学と言
われています。
事業を行うことにおいて、ボランティアや
チャリティの精神ばかりであれば、いずれ倒
産にいたります。永続性のある事業を営むた
めには、そこには適正な利潤が必ず必要であ
ります。良い職業人は、自己改善を重ねて自
分の職場を健全に守ると共に、取引先、下請
け、従業員、顧客、自分の事業と関係あるす
べての人に幸せをもたらす、そのような心を
もって事業を営めば、必ず最高の利益が得ら
れる事を自分の職場で実証する。これがロー
タリーの職業哲学と言われております。
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ロータリー3分間情報 卓　　話

＊次回例会予告＊

観月例会　18：30～　富士国際ホテル
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（今週の担当　金氏嘉一郎）

クラブ会報委員会 委 員 長 山下　尚登　　委　員 黒木　政純・溝口　尚則
副委員長 芹野　隆英　　 金氏嘉一郎・松尾　慶一

選任手続期日当日まで 

選任手続の流れ（1） 

名簿の作成 

候補者への 
通知 

調査票の送付 

事件発生 

裁判員候補者を 
選定 

「お知らせ」と 
質問票の送付 

地方裁判所は、管内の市町村の選挙管理委員会がく
じで選んで作成した名簿に基づき、翌年の裁判員候
補者名簿を作成します。 

裁判員候補者名簿に記載されたことをお知らせします。
また、制度を説明したパンフレットと、「調査票」
をお送りします。「調査票」に必要事項を記入の上、
返送していただきますと、例えば70歳以上の方など、
どの時期でも辞退が認められることが明らかな方は、
裁判所においでいただく必要がなくなります。 

起訴後、裁判官、検察官、弁護人の三者で事件の争
点及び証拠を整理して、裁判の日程を決めます。そ
の後、事件ごとに、裁判員候補者名簿の中から、く
じにより裁判員候補者を選びます。 

くじで選ばれた候補者の方には、裁判所にお越しい
ただく日をお知らせします。あわせて「質問票」も
同封します。候補者の方には「質問票」に記入した上、
裁判所に返送していただきます。「質問票」の記載
内容により、辞退が認められた方は、裁判所にお越
しいただかなくても済むようになります。なお、「お
知らせ」には、候補者の方があらかじめ日程調整が
しやすいように、裁判員に選ばれた場合には、いつ
からどの程度の期間、裁判員として務めていただく
かが記載してあります。 

就職禁止事由 
該当者など 

辞退者など 

調査票で伺うこと 

●就職禁止事由の該当の有無。（例：自衛官、警察職員など） 
●客観的な辞退事由に該当される方について1年を通じての 
　辞退の希望、その理由。 
　（例：70歳以上、学生または生徒、過去5年以内の裁判員、検察審査員等経験者など） 
●重い疾病または傷害があるため裁判員としての参加が困難 
　な方について1年を通じての辞退希望。 
●1年のうち、特定の時期（月）について、特に参加が困難と 
　なるため、その特定の時期（月）については、辞退を希望 
　する方。など 

質問票で伺うこと 

●重い疾病または傷害により裁判所に出頭することが困難で 
　あるか。 
●介護または養育が行われなければ日常生活を営むのに支障 
　がある同居の親族がいるか。 
●仕事における重要な用務があって、自らがこれを処理しな 
　ければ著しい損害が生じる恐れがあるか。 
●他の期日に行うことができない、社会生活上の重要な用務 
　があるか。 

上記のいずれかに当てはまる方について、辞退を希望するか 
どうかの確認。 

選任手続期日当日 

選任手続の流れ（2） 

受　付 

手続の説明 

質問手続 

辞退事由等の 
判断 

くじによる抽選 

くじによる抽選 6人の裁判員を 
選任 

くじによる抽選 裁判員の権限等 
の説明 

くじによる抽選 宣　誓 

事件の概要の説明を受けた後、当日用質問票を記入
していただきます。 

辞退の申立てを認めるかなどを判断。残った人から
検察官と弁護人は、原則として4人ずつ、理由を示
さない不選任請求ができます。 

最終的に裁判員6人が選ばれます。 
なお、午前中に選任手続を終了して、午後から審理
を開始します。 

選任された裁判員は、裁判員としての権限、義務、
その他の必要事項の説明を裁判長から受けます。 

選ばれた裁判員は公平誠実に裁判員として務めを果
たしますとの宣誓をします。 

辞退者など 

裁判員に 
選ばれなかった 

候補者 

当日用質問票で伺うこと 

●事件の関係者でないかどうかなど 

当日に伺うこと 

●辞退を希望した詳しい事情や、公平な裁判をしてくれるか 
　どうか、など 

プライバシー保護のため、1人ずつ質問手続室で行います。 

裁判員候補者として裁判所に
お越しいただいた方全員に日
当と旅費が支給されます。 


